
都市計画法第２９条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しま

したので，同法第３６条第３項の規定により公告します。 

 

  平成２４年 ７月２０日 

 

                           京都市長 門 川 大 作 

 

１ 許可年月日及び許可番号 

  平成２４年 ４月１６日 第４０３０号 

 

 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  京都市右京区太秦樋ノ内町１１番地の１３（一部），１１番地の１４（一部）及び１７

番地の１（一部） 

 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  京都市下京区中堂寺南町５９番地の８ 

  青木製材株式会社 

  代表取締役 青木洋之 

 

 （都市計画局都市景観部開発指導課） 

 

 

 

 

 

 

 

 


